
  １ いじめ防止に向けた連携 
    いじめは、どの学校でも起こり得る問題であり、全ての子どもたちに関する問題です。 
    子どもも大人も、いじめは絶対に許されない行為であることを十分に認識し、学校、家庭、 
      地域及び関係機関が連携していじめの防止等を推進します。 
 
  ２ 迅速・確実な組織的対応 
    子どもたちが、安心して生活できるよう、学校の内外を問わず、いじめの未然防止、 
      早期発見及び迅速で確実な対応を組織的に行います。 
 
  ３ 健全育成と相談機能の充実 
    あらゆる機会を通して、子どもたちの健全育成を図るとともに、相談機能を一層充実させ、 
      子どもたちの安全・安心を確保します。 
 
  ４ いじめ問題への理解 
    いじめは絶対に許されない行為であること、いじめを認識しながら放置することはいじめと 
      同じ行為であることなど、子どもたちのいじめ問題への理解を深めます。 
 
  ５ 明るく楽しい学校生活の実現 
    子どもたちが、いじめ問題を自らの問題であると受け止め、いじめ問題の解決に向けて、 
      主体的に考え、行動できる力を育むとともに、心の通う人間関係を築き、明るく楽しい 
      学校生活を実現できるよう支援します。 

平成２８年５月 武 蔵 野 市  
武蔵野市教育委員会 

武蔵野市いじめ防止基本方針 
武蔵野市及び武蔵野市教育委員会は、人権尊重の理念に基づき、 

小・中学校におけるいじめの防止等に取り組みます。 

  

    

～武蔵野の子どもたちの願い～ 
む さ し の こ ねが 

なん 

  
  

  

む さ し の  し  ぼ う し  き ほ ん  ほうしん 

ぼうし れんけい 

じんそく そ し き て き  かくじつ たいおう 

じゅうじつ そうだん きのう 

もんだい りかい 

けんぜん いくせい 

がっこう せいかつ じつげん たの あか 
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